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第⼀章 総則

第⼀節 定義

第⼀条 この勅令において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
⼀ 各省各庁の⻑ 財政法（昭和⼆⼗⼆年法律第三⼗四号）第⼆⼗条第⼆項に規
定する各省各庁の⻑をいう。
⼆ 官署⽀出官 第四⼗条第⼀項の規定により同項第⼀号に掲げる事務を委任さ
れた職員をいう。
三 センター⽀出官 第四⼗条第⼀項の規定により同項第⼆号に掲げる事務を委
任された職員をいう。
四 契約担当官等 会計法（昭和⼆⼗⼆年法律第三⼗五号）第⼆⼗九条の三第⼀
項に規定する契約担当官等をいう。

第⼆節 会計年度所属区分

（歳⼊の会計年度所属区分）
第⼀条の⼆ 歳⼊の会計年度所属は、次の区分による。
⼀ 納期の⼀定している収⼊はその納期末⽇（⺠法（明治⼆⼗九年法律第⼋⼗九
号）第百四⼗⼆条、国税通則法（昭和三⼗七年法律第六⼗六号）第⼗条第⼆項
⼜は⾏政機関の休⽇に関する法律（昭和六⼗三年法律第九⼗⼀号）第⼆条の規
定の適⽤⼜は準⽤がないものとした場合の納期末⽇をいう。）の属する年度
⼆ 随時の収⼊で納⼊告知書を発するものは納⼊告知書を発した⽇の属する年度
三 随時の収⼊で納⼊告知書を発しないものは領収した⽇の属する年度
② 前項第⼀号の収⼊で納⼊告知書を発すべきものについて、納期所属の会計年度
において納⼊告知書を発しなかつたときは、当該収⼊は納⼊告知書を発した⽇の
属する会計年度の歳⼊に組み⼊れるものとする。
③ 法令の規定により他の会計⼜は資⾦から繰り⼊れるべき収⼊及び印紙をもつて
する歳⼊⾦納付に関する法律（昭和⼆⼗三年法律第百四⼗⼆号）第三条第五項の
規定により納付される収⼊は、前⼆項の規定にかかわらず、その収⼊を計上した
予算の属する会計年度の歳⼊に繰り⼊れるものとする。

（歳出の会計年度所属区分）
第⼆条 歳出の会計年度所属は、次の区分による。
⼀ 国債の元利、年⾦、恩給の類は⽀払期⽇の属する年度



⼆ 諸払戻⾦、⽋損補塡⾦、償還⾦の類はその決定をした⽇の属する年度
三 給与（予備⾃衛官及び即応予備⾃衛官に対する給与を除く。）、旅費、⼿数
料の類はその⽀給すべき事実の⽣じた時の属する年度
四 使⽤料、保管料、電灯電⼒料の類はその⽀払の原因たる事実の存した期間の
属する年度
五 ⼯事製造費、物件の購⼊代価、運賃の類及び補助費の類で相⼿⽅の⾏為の完
了があつた後交付するものはその⽀払をなすべき⽇の属する年度
六 前各号に該当しない費⽤で繰替払をしたものはその繰替払をした⽇の属する
年度、その他のものは⼩切⼿を振り出し⼜は国庫⾦振替書若しくは⽀払指図書
を発した⽇の属する年度

② 法令の規定により他の会計⼜は資⾦に繰り⼊れるべき経費は、前項の規定にか
かわらず、その⽀出を計上した予算の属する会計年度の歳出として⽀出するもの
とする。

第三節 出納整理期限

（歳⼊⾦の収納期限）
第三条 出納官吏⼜は出納員において毎会計年度所属の歳⼊⾦を収納するのは、翌
年度の四⽉三⼗⽇限りとする。

（歳出⾦の⽀出期限）
第四条 ⽀出官において毎会計年度に属する経費を精算して⽀出するのは、翌年度
の四⽉三⼗⽇限りとする。ただし、国庫内における移換のためにする⽀出⼜は会
計法第⼆⼗条第⼀項の規定により歳出⾦に繰替使⽤した現⾦の補てんのためにす
る⽀出については、翌年度の五⽉三⼗⼀⽇まで、⼩切⼿を振り出し⼜は国庫⾦振
替書若しくは⽀払指図書を発することができる。

（歳出⾦の⽀払期限）
第五条 出納官吏⼜は出納員において毎会計年度所属の歳出⾦を⽀払うのは、翌年
度の四⽉三⼗⽇限りとする。

（返納⾦の戻⼊期限）
第六条 会計法第九条但書の規定により⽀出済となつた歳出⾦の返納⾦を、⽀払つ
た歳出の⾦額に戻⼊するのは、翌年度の四⽉三⼗⽇限りとする。

（⽇本銀⾏における受⼊れ及び⽀払の期限）
第七条 ⽇本銀⾏において毎会計年度所属の歳⼊⾦を受け⼊れるのは、翌年度の四
⽉三⼗⽇限りとする。ただし、次に掲げる場合においては、翌年度の五⽉三⼗⼀
⽇まで、受⼊れをすることができる。
⼀ 出納官吏からその収納した歳⼊⾦の払込みがあつたとき
⼆ 市町村その他の法令の規定により歳⼊⾦の収納の事務の委託を受けた者から
その領収した歳⼊⾦の送付があつたとき
三 国庫内において移換による歳⼊⾦の受⼊れをするとき
四 印紙をもつてする歳⼊⾦納付に関する法律第三条第五項の規定による納付⾦
の受⼊れをするとき



② ⽇本銀⾏において毎会計年度所属の歳出⾦を⽀払うのは、翌年度の五⽉三⼗⼀
⽇限りとする。

第⼆章 予算

第⼀節 予算の作成

（歳⼊歳出等の⾒積書類の作製及び送付）
第⼋条 財政法第⼗七条第⼀項の規定により、内閣に送付すべき書類は、財務⼤⾂
の定めるところにより作製し、前年度の⼋⽉三⼗⼀⽇までに、これを内閣に送付
しなければならない。
② 内閣は、前項の書類の送付を受けたときは、これを遅滞なく財務⼤⾂に回付し
なければならない。
③ 財政法第⼗七条第⼆項の規定により、財務⼤⾂に送付すべき書類は、財務⼤⾂
の定めるところにより作製し、前年度の⼋⽉三⼗⼀⽇までに、これを財務⼤⾂に
送付しなければならない。

（歳⼊歳出等の概算決定の通知）
第九条 財務⼤⾂は、財政法第⼗⼋条第⼀項の規定により歳⼊、歳出、継続費、繰
越明許費及び国庫債務負担⾏為の概算について閣議の決定を経たときは、これを
各省各庁の⻑に通知しなければならない。
② 前項の場合において、同項の通知が閣議の決定により減額された国会、裁判所
⼜は会計検査院の歳出⾒積に係るものであるときは、財務⼤⾂は、当該通知にお
いて、その減額された旨を明らかにしなければならない。

（歳⼊予算明細書の内容）
第⼗条 財政法第⼆⼗条第⼀項の規定による歳⼊予算明細書は、部局等ごとに歳⼊
の⾦額を分ち、部局等のうちにおいてはこれを部款項に区分し、更に、各項の⾦
額を各⾃に区分し、⾒積の事由及び計算の基くところを⽰さなければならない。

（予定経費要求書等の内容及び送付期限）
第⼗⼀条 財政法第⼆⼗条第⼆項の規定による予定経費要求書は、部局等ごとに歳
出の⾦額を分ち、部局等のうちにおいては、これを事項別に区分し、経費要求の
説明、当該事項に対する項の⾦額等を⽰さなければならない。
② 財政法第⼆⼗条第⼆項の規定による継続費要求書は、継続費について部局等ご
との区分を設け、更に事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、その
経費の総額、年割額、当該事項に対する項の⾦額等を⽰さなければならない。
③ 財政法第⼆⼗条第⼆項の規定による繰越明許費要求書は、繰越明許費につい
て、歳出予算に定める部局等ごとの区分に従い、事項ごとにその必要の理由を明
らかにするとともに、繰越を必要とする経費の項の名称を⽰さなければならな
い。
④ 財政法第⼆⼗条第⼆項の規定による国庫債務負担⾏為要求書は、国庫債務負担
⾏為について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要の理由を明らか
にし、且つ⾏為をなす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、⼜、必要に応じ
て⾏為に基いて⽀出をなすべき年度、年限⼜は年割額を⽰さなければならない。



⑤ 予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担⾏為要求
書は、第九条第⼀項の通知を受けた後、遅滞なく、これを財務⼤⾂に送付しなけ
ればならない。

（予定経費増額要求明細書の作製及び送付）
第⼗⼀条の⼆ 衆議院議⻑、参議院議⻑、最⾼裁判所⻑官⼜は会計検査院⻑は、第
九条の規定による歳出⾒積を減額した旨の通知を受けた場合において、増額の必
要を認めたときは、その減額された歳出⾒積に係る予定経費増額要求明細書を作
製し、予定経費要求書とともに財務⼤⾂に送付しなければならない。

（予定経費増額要求明細書の附記事項の作成）
第⼗⼀条の三 財務⼤⾂は、前条の規定により、衆議院議⻑、参議院議⻑、最⾼裁
判所⻑官⼜は会計検査院⻑から予定経費増額要求明細書の送付を受けたときは、
財政法第⼗九条の規定に基く附記事項を作成しなければならない。
② 前項の規定による附記事項のうち、経費の区分は、歳出予算の区分に準ずるも
のとする。

（予定経費要求書等の各⽬の明細）
第⼗⼆条 各省各庁の⻑は、財務⼤⾂の定めるところにより、第⼗⼀条第⼀項の規
定による予定経費要求書及び同条第⼆項の規定による継続費要求書の部局等の区
分に従い、当該部局等の経費の⾦額を各⽬に区分し、必要に応じ、更に、各⽬の
⾦額を細分し、且つ、これらの計算の基くところを⽰す明細書を作製し、予算が
国会に提出された後、直ちにこれを財務⼤⾂に送付しなければならない。

（予定経費要求書に附する説明）
第⼗三条 予定経費要求書には、各省各庁の所掌する経費全体に関する説明を附さ
なければならない。

（予算の部局等及び部款項⽬の区分）
第⼗四条 歳⼊歳出予算、継続費及び国庫債務負担⾏為の部局等の区分、歳⼊予算
の部款項⽬並びに歳出予算及び継続費の項の区分は、財務⼤⾂がこれを定める。
② 歳出予算及び継続費の⽬の区分及び各⽬の細分は、各省各庁の⻑が財務⼤⾂に
協議して、これを定める。

（予算総則の内容）
第⼗五条 財政法第⼆⼗⼆条第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事
項とする。
⼀ 財政構造改⾰の推進に関する特別措置法（平成九年法律第百九号。以下この
条において「財政構造改⾰法」という。）第⼋条第⼆項に規定する社会保障関
係費の範囲
⼆ 財政構造改⾰法第⼗四条第四項に規定する公共投資関係費の範囲
三 財政構造改⾰法第⼆⼗条第三項に規定する防衛関係費及び特別⾏動委員会関
係経費の範囲
四 財政構造改⾰法第⼆⼗⼆条第四項に規定する政府開発援助費の範囲
五 財政構造改⾰法第⼆⼗四条第三項に規定する主要⾷糧関係費の範囲
六 財政構造改⾰法第⼆⼗六条第三項に規定する科学技術振興費の範囲
七 財政構造改⾰法第⼆⼗九条第三項に規定するエネルギー対策費の範囲


